
介護予防サービス介護サービス

要介護1～5の方

居宅介護支援事業所

要支援1・2の方 非該当の方

（訪問型） （通所型）
自宅でサービスを受ける 通ってサービスを受ける

鹿児島市が『主治医意見書』、『認定調査』の内容をもとに『審査』、『判定』を行います

長寿あんしん相談センター

今の健康を維持したいいろいろなサービスを利用して生活や健康を維持、または向上させたいなど

総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業

65歳以上の
すべての方が
利用できます

介護予防ケアプランの作成ケアプランの作成

利用できる
サービス例
（一部）

認定結果

認定申請

相　　　談

相  談  例①

②

③

④

⑤

各長寿あんしん相談センター（地域包括支援センター）、または市役所の介護保険課など

（介護予防サービス・支援計画書）（介護計画書）

要支援認定の方で
更新をせず総合事業
だけを利用したい方

65歳以上で『総合事業』の基準に
該当した方（事業対象者）
介護予防ケアプランを作成

65歳以上で総合事業の
『一般介護予防事業』利用が望ましい

または希望する方

基本チェックリストで「生活機能」をチェック
（25項目の質問に「はい」「いいえ」で答えます）

（認定結果は原則、申請から 30日以内に鹿児島市から通知されます）

平成29年
4月開始

お住まいの住所を管轄する
センターが担当します

〈生活援助〉
調理・洗濯・掃除
などの支援

〈予防型通所介護〉

〈介護予防給付〉〈介護給付〉

①よかよか元気クラブ
②お達者クラブ
③健康教育
④健康相談

食事など生活行為向上の支援等

○ 訪問・通所リハビリ○ 訪問介護
○ 訪問入浴介護
○ 訪問看護
○ 短期入所生活介護 /
　 療養介護（ショートステイ）

○ その他

○ 福祉用具貸与

○ 住宅改修など 〈ミニデイ型通所介護〉
3時間程度の運動や日常生活上の支援
レクリエーション等

〈運動型通所介護〉

口腔機能向上・栄養改善に関する個別支援

2時間程度の運動器の機能を向上させる支援

〈身体介護〉
部分的入浴介助など

閉じこもり、認知症、
うつ予防に関する個別支援

住民が中心の通いの場や
認知症予防、その他

健康に関する相談や学び

お風呂がたいへん

もの忘れが気になる

要介護認定や各種サービスの詳細は、鹿児島市発行の冊子「わたしたちの介護保険」などをご覧ください

鹿児島市の介護給付・介護予防・総合事業利用のながれ

居宅介護支援事業所は
自分で選びます

総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）

利用できる
サービス例
（一部）

認定後の
ながれ

認定結果

認定申請

相　　　談

相  談  例①

②

③

④

⑤

各保健センターなど

認定後の
ながれ

掃除が難しくなってきた

外出できない

鹿児島市長寿あんしん相談センター作成：2017.4.1


